
病院名 病床数 病院名 病床数 病院名 病床数 病院名 病床数 病院名 病床数 病院名 病床数 病院名 病床数 病院名 病床数

静岡病院
（一般）500
（感染症）6

医療センター中
央市民病院

（一般）690
（感染症）10

福岡市民病院 （一般）200 市立病院
（一般）528
（結核）12
（感染症）8

堺病院
（一般）480
（感染症）13

市民病院
（一般）387
（結核）12
（感染症）6

広島市民病院
（一般）715
（精神）28

総合医療セン
ター

（一般）975
（精神）55
（感染症）33

医療センター西
市民病院

（一般）358
こども病院・感
染症センター

（一般）190
（感染症）24

市立京北病院
（一般）38
（療養）29

― ― せのお病院 （一般）60 安佐市民病院 （一般）527 十三市民病院
（一般）224
（結核）39

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 舟入市民病院
（一般）140
（感染症）50

住吉市民病院 （一般）198

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
市立リハビリ
テーション病院・
自立訓練施設

（一般）100 ― ―

大項目 中項目

第１ 中
期計画
期間

-

第２ 市
民に対
して提
供する
サービ
スその
他の業
務の質
の向上
に関す
る目標
を達成
するた
めとる
べき措
置

１ 病院が
担う役割

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
１ 市民病院としての役割の発揮
(1) 救急医療[P2]
　《関連指標》救急外来患者数
(2) 小児・周産期医療[P3]
　《関連指標》小児科患者数、小児科
　　救急患者数、NICU患者数、分娩
　　件数、助産師外来患者数
(3) 感染症医療[P4]
　《関連指標》感染症患者数（第１種、
　　第２種）
(4) 災害その他の緊急時における医
療[P4]
　《関連指標》災害訓練回数、災害研
　　修回数、被災地への派遣件数
２ 専門性の高い医療の充実
(1) 高い専門性と総合的な診療[P5]
(2) ４疾病への対応(がん治療・脳卒中
治療・急性心筋梗塞治療・糖尿病治
療）[P5]
　《関連指標》がん退院患者数、がん
　　患者外来化学療法数、がん患者
　　放射線治療数、脳卒中退院患者
　　数、急性心筋梗塞退院患者数、
　　糖尿病退院患者数
(3) 高度・先進医療[P6]
　《関連指標》検査人数（CT、MRI、心
　　臓血管造影、脳血管造影）、手術
　　件数（入院・外来合計）、全身麻酔
　　実施件数、がん患者外来化学療法
　　数、がん患者放射線治療数

第２ 住民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
１ 医療サービス
(1) 良質な医療の実践[P36]
　【成果指標】１日当たり入院患者数、
　　平均在院日数、１人１日当たり入院
　　単価、１日当たり外来患者数、１人
　　１日当たり外来単価、手術件数、救
　　急搬送件数
　《関連指標》心臓血管外科手術件
　　数、小児外科手術件数、整形外科
　　手術件数、心臓カテーテル検査件
　　数、新生児科入院患者数、新生児
　　循環器科入院患者数、がん退院患
　　者数、脳卒中退院患者数、糖尿病
　　退院患者数、肝疾患退院患者数
　　（内科）、脊椎外科手術件数
(3) 災害時等の対応[P38]

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
１ 市立病院が提供するサービス
(1) 感染症医療[P57]
(2) 大規模災害・事故対策[P57]
(3) 救急医療[P58]
　【成果指標】救急車搬送受入れ患者
　　数、救急車搬送受入れ率
(4) 周産期医療[P58]
　【成果指標】ＮＩＣＵ受入れ実患者数
(5) 高度専門医療[P59]
　【成果指標】手術件数、新規がん患
　　者数、がん治療延べ件数、化学療
　　法件数
(8) 疾病予防の取組[P62]
　【成果指標】人間ドック受診者数
２ 京北病院が提供するサービス
(1) へき地医療[P62]
　【成果指標】訪問診療件数、訪問看
　　護件数
(2) 救急医療[P63]
(3) 介護サービスの提供[P63]
　【成果指標】長期入所及び短期入所
　　の合計１ 日平均利用者数、訪問看
　　護件数、通所リハビリテーション

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
１ 市立病院として担うべき医療
(1) 救急医療[P82]
　【成果指標】救急搬送応需率、救急
　　搬送入院患者数
　《関連指標》救急搬送受入患者数、
　　時間外入院患者数、循環器疾患
　　救急患者市内カバー率、消化管
　　出血救急患者市内カバー率
(2) 小児医療・小児救急医療・周産期
医療[P83]
　《関連指標》小児科患者数、小児科
　　救急（患者数、入院患者数）、分娩
　　件数
(3) 感染症医療[P83]
　《関連指標》感染症患者数（第一種、
　　第二種）
(4) 災害その他緊急時の医療[P83]
　《関連指標》災害訓練回数
２ 高度専門医療の提供
(1) がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖
尿病への対応[P84]
　【成果指標】がん入院患者数、がん
　　患者外来化学療法数、がん放射
　　線治療延件数、がん診療地域連
　　携クリニカルパス連携医（診療所）
　　数
　《関連指標》がん診療地域連携クリ
　　ニカルパス適用患者数、がん検診
　　総件数、急性心筋梗塞を含む急
　　性冠症候群入院患者数、糖尿病
　　教育入院患者数
(2) 高度で専門性の高い医療提供
[P85]
　《関連指標》鏡視下手術施行件数、
　　セカンドオピニオン対応件数
５ 地域医療への貢献
(4) 疾病予防の取組[P90]

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
１ 市立病院として特に担うべき医療
(1) 市民病院[P105]
　　(救急医療、感染症医療、災害医
　　　療、小児・周産期医療、市民の
　　　ためのセーフティネット機能、高
　　　度専門医療）
(2) せのお病院[P106]
　　 (救急医療、地域医療等)
　【成果指標】救急患者数、救急応需
　　率（救急車搬送受入れ率）、手術
　　件数（内視鏡含む）
　《関連指標》救急車搬送受入れ件
　　数、救急からの入院患者の割合、
　　入院患者数（がん、脳卒中、急性
　　心筋梗塞、糖尿病）
６ 保健・医療・福祉連携への貢献
(2) 疾病予防の取り組み[P111]

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
１ 市立病院として担うべき医療
(1) 広島市民病院[P121]
     （救急医療の提供、がん診療機能
　　の充実、周産期医療の提供、災害
　　医療の提供）
(2) 安佐市民病院[P123]
     （救急医療の提供、がん診療機能
　　の充実、災害医療の提供、へき地
　　医療の支援、リハビリテーションの
　　充実）
(3) 舟入市民病院[P124]
     （小児救急医療の提供、小児専門
　　医療の提供、感染症医療の提供）
(4) リハビリテーション病院・自律訓練
施設[P125]
    （総合的なリハビリテーションサー
　　ビスの提供、回復期リハビリテー
　　ション医療の充実）
　【成果指標】患者１人当たりリハビリ
　　テーション実施単位数、在宅復帰
　　率、月平均利用者数

第２ 市民に提供するサービスその他
の業務の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置
１ 高度専門医療の提供及び医療水準
の向上
(1) 市の医療施策推進における役割
の発揮[P143]
＜総合医療センター＞
○ ５疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗
塞、糖尿病、精神疾患）への対応
○ 救命救急医療、総合周産期母子医
療センターとしての総合周産期医療、
小児の高度専門医療、総合的がん医
療、精神科救急・合併症医療、第一
種・第二種感染症指定医療機関として
の感染症など高度・専門的医療の提
供)
　【成果指標】放射線治療件数、外来
　　化学療法件数、精神科救急・合併
　　症対応件数、救急車搬送件数
　《関連指標》分娩件数、ハイリスク妊
　　産婦の対応件数、超低出生体重
　　児（1,000ｇ未満）の対応件数、手
　　術件数
＜十三市民病院＞
○ 結核医療を含む呼吸器医療の提
供
○ 地域の医療ニーズに応え、近隣の
医療機関との連携・機能分担を踏まえ
た急性期医療の提供（内科救急、小
児・周産期医療など）
　【成果指標】結核延患者数、合併症
　　を有する結核新入院患者数、時
　　間外地域医療機関からの受け入
　　れ件数、救急搬送件数（内科系二
　　次救急）
　《関連指標》分娩件数
＜住吉市民病院＞
○ 大阪市南部基本保健医療圏で不
足する小児・周産期医療の提供、地
域周産期母子医療センターとして周産
期医療の提供
○ 小児救急を含む小児医療の提供
　【成果指標】救急車搬送件数（小児
　　二次救急）、NICUの稼働率
　《関連指標》分娩件数
災害や健康危機における医療協力等

H26.4.1 H26.10.1

計画内容
（[P]は「事例集」の該当ページ）

計画内容
（[P]は「事例集」の該当ページ）

H28.4.1

計画内容
（[P]は「中期計画案」の該当ページ）

平成21年4月1日～平成26年3月31日
（5年間）

平成22年4月1日～平成25年3月31日
（3年間）

平成23年4年1日～平成27年3月31日
（4年間）

平成24年4月1日～平成27年3月31日
（3年間)

平成26年4月１日～平成30年3月31日
（4年間）

平成26年4月1日～平成30年3月31日
（4年間）

平成26年10月1日～平成31年3月31日
（4年6か月間）

平成28年4月1日～平成31年3月31日
（3年間）

構成病院

計画内容
（[P]は「事例集」の該当ページ）

計画内容
（[P]は「事例集」の該当ページ）

計画内容
（[P]は「事例集」の該当ページ）

計画内容
（[P]は「事例集」の該当ページ）

計画内容
（[P]は「事例集」の該当ページ）

設立時期 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H26.4.1

中期計画（第１期）事例表
【政令指定都市】

独法名 地方独立行政法人神戸市民病院機構 地方独立行政法人福岡市立病院機構 地方独立行政法人京都市立病院機構 地方独立行政法人堺市立病院機構 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター 地方独立行政法人広島市立病院機構 地方独立行政法人大阪市民病院機構地方独立行政法人静岡市立静岡病院（案）

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
１ 地域医療を支える要としての静岡
病院
(1) 広大な市域を支える要としての活
動[P2]
　《関連指標》静岡市民「からだ」の学
　　校開催回数、高校生を対象とした
　　病院体験セミナー開催回数、中学
　　生を対象とした職場体験学習参加
　　者数
(2) 救急医療[P2]
 【成果指標】救急搬送患者数の市内
　　公的病院全体の中での当院が占
　　める割合
 《関連指標》救急患者数、救急車搬
　　送数
(3) 高度医療（心疾患、がん）[P2]
 《関連指標》心臓血管外科（手術総
　　数、開心術数）、循環器内科（心臓
　　カテーテル検査件数、冠動脈イン
　　ターベンション件数、ＴＡＶＩ件数）、
　　前立腺がん手術件数、がん手術件
　　数、放射線治療件数、疾病分類
　　別（新生物（悪性））入院患者数
(4) 政策医療（感染症及び精神疾患
患者身体合併症、周産期及び小児、
生活習慣病）[P3]
  《関連指標》小児科患者数（入院、
　　外来）、分娩件数、栄養指導件数
(5) 災害時医療[P4]
  《関連指標》防災訓練回数、研修な
　　ど回数、ＤＭＡＴ訓練回数

参考資料３－５

1



独法名 地方独立行政法人神戸市民病院機構 地方独立行政法人福岡市立病院機構 地方独立行政法人京都市立病院機構 地方独立行政法人堺市立病院機構 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター 地方独立行政法人広島市立病院機構 地方独立行政法人大阪市民病院機構地方独立行政法人静岡市立静岡病院（案）

第２ 市
民に対
して提
供する
サービ
スその
他の業
務の質
の向上
に関す
る目標
を達成
するた
めとる
べき措
置

３ 医療の
安全性と
信頼性の
向上

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
３ 市民・患者と共に支える地域医療
(2) 市民・患者への適切な情報提供
[P7]
　《関連指標》各種教室等開催回数、
　　セカンドオピニオン受付数、市民向
　　け広報発行回数
５ 安全管理を徹底した医療の提供
(2) 医療安全対策の徹底[P10]
　《関連指標》委員会等開催回数、研
　　修等実施回数、薬剤管理指導（服
　　薬指導）件数
(3) 医療関連感染防止（院内感染防
止）[P11]
　《関連指標》委員会開催回数、感染
　　管理チームラウンド回数、研修等
　　実施回数

第２ 住民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
２ 医療の質の向上
(3) 信頼される医療[P40]
　【成果指標】服薬指導件数、栄養食
　　事指導件数、クリニカルパス適用
　　率
４ 法令遵守と情報公開[P42]

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
４ 医療の質及びサービスの質の向上
に関する事項
(1) 患者の視点，患者の利益の優先
[P64]
(3) 安全で安心できる医療の提供に関
すること[P65]
第５ その他業務運営に関する重要事
項を達成するためとるべき措置
３ 戦略的な広報とわかりやすい情報
の提供[P74]
４ 個人情報の保護[P74]

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
３ 安全・安心で信頼される医療の提
供
(1) 医療安全対策等の徹底[P86]
　【成果指標】薬剤管理指導延件数
　《関連指標》職員医療安全研修実施
　　回数、職員医療安全研修参加延
　　人数
(2) 患者の視点に立った医療の実践
[P87]
　《関連指標》医療相談実施件数、看
　　護相談実施件数、がん相談件数、
　　セカンドオピニオン対応件数
５ 地域医療への貢献
(6) 市民への保健医療情報の発信
[P91]
　【成果指標】市民・患者向け公開講
　　座等開催回数、市民・患者向け公
　　開講座等参加延人数
第５ その他業務運営に関する重要事
項を達成するためにとるべき措置
１ わかりやすい情報の提供
(1) 積極的な広報[P97]
(2) 適切な利用の啓発[P98]
(3) 経営状況の情報提供[P98]

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
２ 医療の質の向上
(1) 安全・安心な医療の提供[P107]
３ 市民・患者サービスの向上
(1) 患者中心の医療の提供[P109]
(3) 市民や患者にわかりやすい情報
発信[P109]

２ 医療の
質の向上
と人材の
確保

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
５ 安全管理を徹底した医療の提供
(4) 専門性を発揮したチーム医療の推
進[P11]
６ 医療の標準化と診療情報の分析に
よる質の改善及び向上
(1) クリニカルパスの充実と活用[P11]
　【成果指標】クリニカルパス数（種
　　類）、クリニカルパス適用率
(2) ＤＰＣの活用[P12]
(3) 電子化の推進[P12]
(4) 臨床評価指標等[P12]
７ 臨床研究及び治験の推進[P12]
　《関連指標》治験実施件数、受託研
　　究件数、臨床研究件数
第３ 業務運営の改善及び効率化に関
する目標を達成するためとるべき措置
１ すべての職員がプロとして活躍し、
やりがいが持てる病院
(1) 専門性の高い資格取得に向けた
研修[P13]
(2) 専門性の高い資格や技術の取得
への支援[P13]
(4) 優れた専門職の確保[P13]
　《関連指標》専門医数、認定医数、
　　専門看護師数、認定看護師数、専
　　門薬剤師数、診療情報管理士数、
　　医療情報技師数、平成19年度論
　　文件数、平成19年度学会発表件
　　数
３ 教育病院として医療に携わる人材
の育成への貢献
(1) 教育病院（専門医等の研修施設と
して認定された教育施設としての性質
を有する病院）としての指導力の向上
[P15]
　《関連指標》専門医数、臨床教授
　　等、研修指導医数、臨床研修医
　　数、後期研修医数、学生実習受
　　入数
(2) 神戸市看護大学等との連携[P15]
　《関連指標》看護学生受入数、その
　　他学生等受入数

第２ 住民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
２ 医療の質の向上
(1) 診療体制の強化・充実[P39]
(2) 病院スタッフの確保と教育・研修
[P39]
《関連指標》看護実習受入施設
　数、常勤看護師離職率
(3) 信頼される医療[P40]

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
１ 市立病院が提供するサービス
(6) 看護師養成事業への協力[P61]
４ 医療の質及びサービスの質の向上
に関する事項
(2) 医療の質の向上に関すること
[P64]
(5) 情報通信技術の活用[P66]
第３ 業務運営の改善及び効率化に
関する目標を達成するためとるべき
措置
３ 医療専門職の確保とその効率的な
活用
(1) 医療専門職の確保とその効率的
な活用[P67]
(2) 医師[P68]
(3) 看護師[P68]
５ 人材育成
(1) 専門知識の向上[P69]
第５ その他業務運営に関する重要事
項を達成するためとるべき措置
５ 関係機関との連携[P75]

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
２ 高度専門医療の提供
(3) 総合的な診療とチーム医療の推
進[P86]
(4) 専門性及び医療技術の向上[P86]
(5) 臨床研究及び治験の推進[P86]
　【成果指標】治験実施件数、治験実
　　施に係る受託金額
　《関連指標》臨床試験実施件数
３ 安全・安心で信頼される医療の提
供
(3) 医療の標準化と診療情報の分析
による質の改善及び向上[P87]
　【成果指標】クリニカルパス適用率
５ 地域医療への貢献
(3) 人材の育成[P90]
　《関連指標》臨床研修医数、後期研
　　修医数、医学生実習受入人数、
　　看護学生受入人数
第３ 業務運営の改善及び効率化に
関する目標を達成するためにとるべき
措置
２ 優れた医療スタッフの確保
(1) 優れた医療スタッフの確保[P92]
　【成果指標】専門看護師・認定看護
　　師数
　《関連指標》専門医資格取得件数、
　　認定医資格取得件数、指導薬剤
　　師・専門薬剤師取得件数、認定
　　薬剤師資格取得件数

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
２ 医療の質の向上
(2) 診療体制の強化・充実[P108]
　【成果指標】院内における多職種で
　　の症例研修会実施回数
(3) 医療の標準化の推進[P108]
　【成果指標】クリニカルパス種類数
(4) 調査・研究の実施[P109]
５ 教育及び人材育成
(1) 教育・人材育成の強化[P110]
　【成果指標】大学の研修医・医学生
　　の研修受入要請に対する応需率、
　　研修医・医学生への研修会実施
　　回数
　《関連指標》研修医・医学生の満足
　　度調査
第３ 業務運営の改善及び効率化に
関する目標を達成するためとるべき
措置
１ 業務運営体制の構築
(2) 多様な人材の確保[P111]
２ 職員のやりがいと満足度の向上
(1) 研修制度の充実及び資格取得へ
の支援[P112]
　【成果指標】臨床研修指導医数
　《関連指標》臨床研修指導医割合、
　　専門医数、認定医数、認定看護師
　　数、認定薬剤師数

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
１ 市立病院として担うべき医療
(1) 広島市民病院[P121]
     （低侵襲手術等の拡充、専門外
　　来の実施、手術室の整備、ＣＥセ
　　ンターの設置、病棟薬剤業務の充
　　実、看護体制の充実、医療機器の
　　計画的な整備・更新、中央棟設備
　　の老朽化等への対応）
(2) 安佐市民病院[P123]
　　（低侵襲手術等の拡充、専門外来
　　の実施、病棟薬剤業務の充実、看
　　護体制の充実、医療機器の計画
　　的な整備・更新）
(3) 舟入市民病院[P124]
　　（病院機能の有効活用、病院の特
　　徴として標榜できる診療の実施検
　　討、診療体制の充実）
　【成果指標】病床利用率、手術件数
(4) リハビリテーション病院・自立訓練
施設[P125]
　　（看護体制の充実、自立訓練施設
　　の利用促進、相談機能の強化と地
　　域リハビリテーションの推進）
　【成果指標】月平均利用者数
２ 医療の質の向上
(1) 医療需要の変化、医療の高度化
への対応[P126]
(2) 医療の標準化の推進[P126]
　【成果指標】クリニカルパス適用率
(3) チーム医療の推進[P127]
(5) 医療に関する調査・研究の実施
[P127]
第３ 業務運営の改善及び効率化に関
する目標を達成するためとるべき措置
２ 人材の確保、育成
(1) 病院を取り巻く環境変化に迅速、
柔軟に対応した人材の確保[P131]
(3) 研修の充実[P132]

第２ 市民に提供するサービスその他
の業務の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置
１ 高度専門医療の提供及び医療水準
の向上
(1) 市の医療施策推進における役割
の発揮[P143]
　《関連指標》臨床研究実施状況、治
　　験実施状況
(2) 診療機能充実のための基盤づくり
[P148]
 【成果指標】初期臨床研修医から後
　　期臨床研修医採用数、看護師の
　　離職率、初期臨床研修医の育成
　　数、後期臨床研修医の育成数
(3) 市域の医療水準の向上への貢献
[P149]
　《関連指標》看護学生実習生受入人
　　数、薬剤師実習生受入人数
(4) より安心で信頼できる質の高い医
療の提供[P150]
　【成果指標】クリニカルパス適用率

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
１ 市立病院として担うべき医療
(3) 舟入病院[P124]
　　（医療安全機能の強化）
２ 医療の質の向上
(4) 医療の安全確保の徹底[P127]
３ 患者の視点に立った医療の提供
(1) 病院情報の提供[P127]
(2) 法令・行動規範の遵守[P128]
(3) 患者等への適切な医療情報の提
供、説明[P128]
(4) 相談機能の強化[P128]

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
２ 医療の質の向上と人材の確保
(1) 総合的な診療とチーム医療の実施
[P4]
　《関連指標》心臓リハビリ件数、栄養
　　サポートチーム回診件数、緩和ケ
　　アチーム対応患者数
(2) 先進医療機器や設備の整備[P4]
(3) 医療職の確保、知識の取得、技術
の向上[P5]
  【成果指標】７対１看護配置に向けた
　　看護師の増員数（H25年度比）
　《関連指標》医師数、看護師数、専
　　門医資格取得数、指導医資格取
　　得数、認定看護師数、看護実習受
　　入人数
(4) 臨床研修医の育成[P5]
  【成果指標】臨床研修医募集定員充
　　足率
　《関連指標》臨床研修医マッチング
　　数
(5) 調査・研究、治験の実施[P5]
　《関連指標》治験実施件数、治験実
　　施率

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
３ 医療の安全性と信頼性の向上
(1) 十分な情報提供と適切な取扱い
[P6]
　《関連指標》セカンドオピニオン件数
　　（受入、紹介）、診療録開示件数
(2) 医療安全管理等の徹底[P6]
　《関連指標》医療安全管理委員会開
　　催回数、医療安全研修会等実施
　　数、院内感染対策委員会開催回
　　数、院内感染対策研修会等実施
　　回数、院内ラウンド件数
(3) 市民への積極的な広報[P7]
　《関連指標》静岡病院広報紙発行
　　回数、年報発行回数

第２ 市民に提供するサービスその他
の業務の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置
１ 高度専門医療の提供及び医療水準
の向上
(3) 市域の医療水準の向上への貢献
[P149]
　《関連指標》市民・患者向け公開講
　　座等開催回数、市民・患者向け公
　　開講座等参加延人数
(4) より安心で信頼できる質の高い医
療の提供[P150]
　《関連指標》がん相談支援センター
　　相談件数、セカンドオピニオン対
　　応件数、服薬指導件数、職員医療
　　安全研修実施回数
第３ 業務運営の改善及び効率化、並
びに財務内容の改善に関する目標を
達成するためにとるべき措置
１ 自律性・機動性の高い組織体制の
確立
(3) コンプライアンスの徹底[P154]
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４ 利用し
やすく快
適な病院
づくり

１ 働きや
すい職場
環境と職
員のやり
がいづく
り

第３ 業
務運営
の改善
及び効
率化に
関する
目標を
達成す
るためと
るべき
措置

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
２ 医療の質の向上
(5) 医療に関する調査・研究の実施
[P127]
第３ 業務運営の改善及び効率化に関
する目標を達成するためとるべき措置
２ 人材の確保、育成
(1) 病院を取り巻く環境変化に迅速、
柔軟に対応した人材の確保[P131]
(3) 研修の充実[P132]
４ 意欲的に働くことのできる、働きや
すい職場環境づくり
(1) 病院の実態に即した人事・給与制
度の構築[P133]
(2) 適切な役割分担と業務の負担軽
減[P133]
(3) ワーク・ライフ・バランスの推進
[P133]

第２ 市民に提供するサービスその他
の業務の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置
１ 高度専門医療の提供及び医療水準
の向上
(2) 診療機能充実のための基盤づくり
[P148]
第３ 業務運営の改善及び効率化、並
びに財務内容の改善に関する目標を
達成するためにとるべき措置
１ 自律性・機動性の高い組織体制の
確立
(1) 組織マネジメントの強化[P154]

第３ 業務運営の改善及び効率化に関
する目標を達成するためとるべき措置
１ すべての職員がプロとして活躍し、
やりがいが持てる病院
(5) 職員満足度の向上（医療職の負担
軽減）[P14]
２ 人材の成長を促進する人事給与制
度と育成プログラムの充実
(1) 努力が評価され、報われる人事給
与制度の導入[P15]
(2) 研修制度の充実[P15]

第２ 住民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
２ 医療の質の向上
(2) 病院スタッフの確保と教育・研修
[P39]
第３ 業務運営の改善及び効率化に関
する目標を達成するためとるべき措置
３ 人事・給与[P44]
　【成果指標】病院職員の給与費対医
　　業収益比率

第３ 業務運営の改善及び効率化に
関する目標を達成するためとるべき
措置
１ 業務運営の改善に係る仕組みづく
り[P67]
４ 職員給与の原則[P68]
５ 人材育成
(3) 個々の職員の業務に対する意欲
や目的意識の向上[P69]
６ 人事評価[P69]
７ 職員満足度の向上によるサービス
の質の向上[P69]
第５ その他業務運営に関する重要事
項を達成するためとるべき措置
３ 戦略的な広報とわかりやすい情報
の提供[P74]

第３ 業務運営の改善及び効率化に
関する目標を達成するためにとるべき
措置
１ 業務運営体制の構築
(4) 業務改善に取り組む組織風土の
醸成[P92]
２ 優れた医療スタッフの確保
(1) 優れた医療スタッフの確保[P92]
(2) 教育研修の充実[P93]
　《関連指標》論文等掲載件数（総数、
　　外国度によるもの）、学会研究会
　　報告・学術講演数（総数、外国語
　　によるもの）
３ やりがいを感じる病院づくり
(1) 意欲を引き出す人事給与制度の
構築[P93]
(2) 職員のやりがいと満足度の向上
[P93]
(3) 働きやすい職場環境の整備[P93]
　《関連指標》院内病後児保育受入延
　　人数

第３ 業務運営の改善及び効率化に
関する目標を達成するためとるべき
措置
１ 業務運営体制の構築
(2) 多様な人材の確保[111]
２ 職員のやりがいと満足度の向上
(2) 適正な人事評価制度[P112]
(3) 職場環境の整備[P112]

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
３ 市民・患者と共に支える地域医療
(1) 市民・患者へのサービスの一層の
向上[P6]
　《関連指標》患者満足度調査結果
　　[満足+やや満足]（入院患者、外来
　　患者）

第２ 住民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
３ 患者サービス
(1) 患者サービスの向上[P41]
　【成果指標】退院時アンケートの平均
　　評価点数等

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
４ 医療の質及びサービスの質の向上
に関する事項
(1) 患者の視点，患者の利益の優先
[P64]
(4) 患者サービスの向上に関すること
[P66]
５ 適切な患者負担についての配慮
[P66]

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
３ 安心・安全で信頼される医療の提
供
(2) 患者の視点に立った医療の実践
[Ｐ87]
４ 患者・市民サービスの向上
(1) 患者サービスの向上[P88]
　【成果指標】患者満足度調査結果
(2) 誰もが利用しやすい病院づくり（来
院された患者が利用しやすい病院づ
くり）[P89]
(3) 待ち時間の改善[P89]
(4) 職員の接遇向上[P89]

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
３ 市民・患者サービスの向上
(1) 患者中心の医療の提供[P109]
　【成果指標】患者満足度調査結果
　　（満足+やや満足）
(2) 職員の接遇向上[P109]

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
３ 患者の視点に立った医療の提供
(5) 患者サービスの向上[P128]
　《関連指標》患者満足度

第２ 市民に提供するサービスその他
の業務の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置
２ 患者・市民の満足度向上
(1) 院内環境等の快適性向上[P152]
(2) 待ち時間及び検査・手術待ちの改
善[P152]

５ 市及び
医療関係
機関との
連携、国
内外医療
関係機関
との交流

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
４ 地域医療機関との連携協力の推進
(1) 地域医療機関・保健機関・福祉機
関との連携推進[P8]
　【成果指標】紹介率、逆紹介率
　《関連指標》紹介による検査件数、地
　　域医療機関向け広報発行回数
(2) オープンカンファレンス等研修及び
研究会を通じた地域医療への貢献
[P9]
　《関連指標》カンファレンス開催回
　　数、院外参加人数
(3) 市関連病院の連携[P9]
　《関連指標》市関連病院からの紹介
　　患者数、市関連病院への紹介患者
　　数、市民病院との職員の人事交流
　　数（財団法人神戸市地域医療振興
　　財団等）

第２ 住民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
１ 医療サービス
(2) 地域医療への貢献と医療連携の
推進[P38]
　【成果指標】紹介率、逆紹介率、
　　オープンカンファレンス（回数、参
　　加者数）、開放型病床への登録医
　　数

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
１ 市立病院が提供するサービス
(5) 高度専門医療[P59]
　【成果指標】紹介率、逆紹介率、地
　　域連携クリティカルパス適用件数
(7) 保健福祉行政への協力[P61]
２ 京北病院が提供するサービス
(4) 医療・保健・福祉のネットワークの
構築[P63]
３ 地域の医療・保健・福祉サービスの
提供機関との連携の推進[P64]
第５ その他業務運営に関する重要事
項を達成するためとるべき措置
５ 関係機関との連携[P75]

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
５ 地域医療への貢献
(1) 地域医療機関との連携推進[P89]
　【成果指標】紹介率、逆紹介率
　《関連指標》地域連携クリニカルパス
　　数、地域連携クリニカルパス適用
　　患者数
(2) 地域医療への貢献[P90]
　《関連指標》紹介による検査総件
　　数、開放型病床利用率、臨床カ
　　ンファレンス・臨床病理検討会開
　　催回数
(5) 保健福祉行政等との連携[P91]
第３ 業務運営の改善及び効率化に
関する目標を達成するためにとるべき
措置
４ 効率的・効果的な業務運営
(3) 医療資源の有効活用[P94]
　《関連指標》開放型病床利用率、紹
　　介による検査総件数

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
４ 地域医療ネットワークの推進
(1) 地域医療連携の推進[P109]
　【成果指標】紹介率、逆紹介率、地
　　域連携クリティカルパス適用件数
(2) 地域医療への支援[P110]
　【成果指標】地域医療機関等の参加
　　する講演会開催数
６ 保健・医療・福祉連携への貢献
(1) 保健医療福祉行政への協力
[P111]

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
１ 市立病院として担うべき医療
(3) 舟入市民病院[P124]
　　（病院機能の有効活用）
(4) リハビリテーション病院・自立訓練
施設「P125]
　　（自立訓練施設の利用促進、リハ
　　ビリテーション医療従事者の市立
　　病院間の交流の促進、災害時の
　　市立病院間のバックアップ機能
　　の強化）
４ 地域の医療機関等との連携
(1) 地域の医療機関との役割分担と連
携[P129]
　【成果指標】患者紹介率、患者逆紹
　　介率
(2) 地域の医療機関への支援[P130]
(3) 保健機関、福祉機関との連携
[P130]
５ 市立病院間の連携の強化
(1) 一つの病院群としての病院運営の
推進[P130]
(2) 病院総合情報システムの更新等
[P130]
(3) 地域の医療機関との診療情報の
共有化の検討[P130]
６ 保健医療福祉行政への協力
(1) 広島市が実施する保健医療福祉
施策への協力[P130]
(2) 災害等の緊急事態への対応
[P130]
第３ 業務運営の改善及び効率化に関
する目標を達成するためとるべき措置
２ 人材の確保、育成
(1) 病院を取り巻く環境変化に迅速、
柔軟に対応した人材の確保[P131]

第２ 市民に提供するサービスその他
の業務の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置
１ 高度専門医療の提供及び医療水準
の向上
(3) 市域の医療水準の向上への貢献
[P149]
　【成果指標】紹介率、逆紹介率
　《関連指標》地域連携クリニカルパス
　　数、地域連携クリニカルパス適用
　　患者数、共同病床利用率、臨床カ
　　ンファレンス・臨床病理検討会開催
　　回数

第２ 市
民に対
して提
供する
サービ
スその
他の業
務の質
の向上
に関す
る目標
を達成
するた
めとる
べき措
置

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
４ 利用しやすく快適な病院づくり
(1) 患者第一の病院づくり[P7]
(2) 患者ニーズに応じた医療・病院環
境の提供[P7]
 【成果指標】患者満足度調査結果（概
　 ね満足と回答した割合）
 《関連指標》医療相談件数、患者意
　　見件数

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
５ 市及び医療関係機関との連携、国
内外医療関係機関との交流
(1) 市立病院としての市との連携[P8]
(2) 医療・保健・福祉・介護関係機関と
の連携[P8]
　【成果指標】紹介率、逆紹介率
(3) 国内外医療関係機関との交流
[P8]

第３ 業務運営の改善及び効率化に関
する目標を達成するためとるべき措置
１ 働きやすい職場環境と職員のやり
がいづくり
(1) 働きやすい職場環境の整備[P8]
　《関連指標》院内保育所の受入人数
(2) 職員のやりがいと満足度の向上
[P8]
　《関連指標》看護研究発表事例件
　　数、全国自治体病院協議会事例
　　発表件数
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第４ 財務内容の改善に関する目標を
達成するためとるべき措置
１ 収益的収支の改善
(1) 収益の確保[P70]
　【成果指標】経常損益、入院（一般病
　　床利用率、延べ患者数、実患者
　　数、診療報酬単価）、外来（延べ患
　　者数、診療報酬単価）、稼働率、
　　延べ入所者数、介護報酬単価
(2) 適正かつ効率的な費用の執行
[P71]
　【成果指標】人件費比率、医薬品採
　　用品目数、後発医薬品採用品目
　　率
(3) 運営費交付金[P72]
(4) その他[P72]
２ 安定した資金収支の実現[P73]
３ 経営機能の強化[P73]
４ 資産の有効活用[P73]

第３ 業務運営の改善及び効率化に
関する目標を達成するためにとるべき
措置
４ 効率的・効果的な業務運営
(3) 医療資源の有効活用[P94]
第４ 財務内容の改善に関する目標を
達成するためにとるべき措置
１ 経常収支の黒字の達成[P95]
　【成果指標】医業収支比率、経常収
　　支比率
　《関連指標》運営費負担金（繰入金）
　　比率
２ 収入の確保と費用の節減
(1)  収入の確保[P96]
　【成果指標】一般病床利用率、平均
　　在院日数、患者１人１日当たり診
　　療単価（入院、外来）、手術件数
　　（入院・外来合計）、個人未収金に
　　係る徴収率
　《関連指標》入院延患者数、外来延
　　患者数、検査人数（ＣＴ、ＭＲＩ）、
　　個人未収金に係る徴収率（現年度
　　分、過年度分）
(2) 費用の節減[P97]
　【成果指標】後発医薬品採用率（数
　　量ベース）、材料費対診療収入比
　　率、経費対診療収入比率、職員
　　給与費対医業収益比率、労務費
　　対医業収益比率
　《関連指標》材料費実額、経費実
　　額、職員給与費実額、労務費実
　　額

第４ 財務内容の改善に関する目標を
達成するためとるべき措置
１ 持続可能な経営基盤の確立[P113]
２ 収入の確保及び費用の節減[P113]
　【成果指標】病床稼働率、平均在院
　　日数、経常収支比率、医業収支比
　　率、給与費比率

第３ 業務運営の改善及び効率化に関
する目標を達成するためとるべき措置
３ 弾力的な予算の執行、組織の見直
し
(2) 契約手法及び契約に係る執行体
制の見直し[P132]
第４ 財務内容の改善に関する目標を
達成するためとるべき措置
(1) 中期目標期間中の経常収支の黒
字の維持[P134]
　【成果指標】経常収支比率
(2) 診療科別・部門別の収支状況の把
握と迅速な対応[P134]
(3) 経費の削減[P134]
　【成果指標】後発医薬品採用品目比
　　率、給与費対医業収益比率
(4) 収入の確保[P134]
　【成果指標】病床利用率、医療費個
　　人負担分の収納率

第３ 業
務運営
の改善
及び効
率化に
関する
目標を
達成す
るためと
るべき
措置

２ 業務運
営体制の
構築

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
３ 市民・患者と共に支える地域医療
(3) ボランティアとの協働[P8]
　《関連指標》ボランティア登録人数、
　　ボランティア活動時間（延べ時
　　間／月）
５ 安全管理を徹底した医療の提供
(1) 法令・行動規範の遵守（コンプライ
アンス）[P10]
　《関連指標》診療録開示件数
第３ 業務運営の改善及び効率化に関
する目標を達成するためとるべき措置
１ すべての職員がプロとして活躍し、
やりがいが持てる病院
(3) 事務職員及び技術職員の病院運
営に関わる能力向上への支援[P13]
　《関連指標》診療情報管理士数、医
　　療情報技師数
４ 外部評価の活用及び監査制度の充
実
(1) 病院機能評価等の活用[P16]
(2) 監査制度の充実[P16]
第４ 財務内容の改善に関する目標を
達成するためにとるべき措置
２ 質の高い経営ができる病院
(1) ガバナンスの確立による体制の整
備[P18]
(2) 経営体制及び業務執行体制の整
備[P18]
(3) バランストスコアカード（BSC）を用
いた経営[P18]

第２ 住民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
２ 医療の質の向上
(2) 病院スタッフの確保と教育・研修
[P39]
(3) 信頼される医療[P40]
３ 患者サービス
(2) ボランティアとの共働[P42]
　《関連指標》植栽・院内飾り付け等ボ
　　ランティア登録数（団体）、お話会・
　　工作教室等のボランティア登録数
　　（団体）、プレイコーナーこども見
　　守りボランティア登録数、患者との
　　対話ボランティア登録数、院内コン
　　サート等開催数等
４ 法令遵守と情報公開[P42]
第３ 業務運営の改善及び効率化に関
する目標を達成するためとるべき措置
１ 運営組織[P42]

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
４ 医療の質及びサービスの質の向上
に関する事項
(2) 医療の質の向上に関すること
[P64]
第３ 業務運営の改善及び効率化に
関する目標を達成するためとるべき
措置
１ 業務運営の改善に係る仕組みづく
り[P67]
２ 迅速かつ的確な意思決定を行うこ
とができる組織の構築[P67]
５ 人材育成
(2) 医療経営、医療事務に係る専門
知識の向上[P69]
８ ボランティアとの協働や市民モニ
ターの活用[P70]
第５ その他業務運営に関する重要事
項を達成するためとるべき措置
２ コンプライアンスの確保[P74]

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
３ 安全・安心で信頼される医療の提
供
(4) 法令・行動規範の遵守[P88]
　《関連指標》カルテ開示件数
第３ 業務運営の改善及び効率化に
関する目標を達成するためにとるべき
措置
１ 業務運営体制の構築
(1) 業務運営体制の構築[P91]
(2) 質の高い経営[P91]
(3) 事務経営部門の強化[P91]
(4) 業務改善に取り組む組織風土の
醸成[P92]
４ 効率的・効果的な業務運営
(1) 組織・診療体制・人員配置の適切
かつ弾力的運用[P94]
(2) 予算執行の弾力化[P94]
５ 外部評価等の活用
(1) 監査の活用[P95]
(2) 病院機能評価等の活用[P95]
(3) 市民意見の活用[P95]
　《関連指標》ボランティア登録人数、
　　ボランティア活動延時間数

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
２ 医療の質の向上
(1) 安全・安心な医療の提供[P107]
第３ 業務運営の改善及び効率化に
関する目標を達成するためとるべき
措置
１ 業務運営体制の構築
(1) 業務運営体制の構築[P111]
(2) 多様な人材の確保[P111]
(3) 外部評価等の活用[P112]

第２ 市民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措置
３ 患者の視点に立った医療の提供
(2) 法令・行動規範の遵守[P128]
第３ 業務運営の改善及び効率化に関
する目標を達成するためとるべき措置
１ 業務運営体制の確立
(1) 理事会を中心とした組織体制の整
備、病院長の権限強化等[P131]
(2) 本部事務局体制の整備[P131]
(3) 病院事務室の機能強化[P131]
(4) 業務改善に取り組む風土づくり
[P131]
２ 人材の確保、育成
(1) 病院を取り巻く環境変化にに迅
速、柔軟に対応した人材の確保
[P131]
(2) 事務職員の専門性の向上[P132]
３ 弾力的な予算の執行、組織の見直
し
(1) 弾力的な予算執行[P132]
(2) 契約手法及び契約に係る執行体
制の見直し[P132]
(3) 施設整備に係る執行体制の見直
し[P133]
(4) 病院の維持管理体制の見直し
[P133]
５ 外部評価等の活用
会計監査人による監査等

第２ 市民に提供するサービスその他
の業務の質の向上に関する目標を達
成するためにとるべき措置
２ 患者・市民の満足度向上
(3) ボランティアとの協働[P153]
　《関連指標》ボランティア登録（個人、
　　グループ）、ボランティア活動延時
　　間数（個人、グループ）
第３ 業務運営の改善及び効率化、並
びに財務内容の改善に関する目標を
達成するためにとるべき措置
１ 自律性・機動性の高い組織体制の
確立
(1) 組織マネジメントの強化[P154]
(2) 診療体制の強化及び人員配置の
弾力化[P154]
(3) コンプライアンスの徹底[P154]
２ 経営基盤の安定化
(1) 効率的・効果的な業務運営・業務
プロセスの改善[P154]

第３ 業務運営の改善及び効率化、並
びに財務内容の改善に関する目標を
達成するためにとるべき措置
２ 経営基盤の安定化
(2) 収入の確保[P155]
　【成果指標】病床利用率、新入院患
　　者数、現年度徴収率
　《関連指標》平均在院日数、診療単
　　価、査定率
(3) 費用の抑制[P156]
　【成果指標】給与費比率、材料費比
　　率、後発医薬品採用率、経費比率
３ 財務内容の改善に関する目標を達
成するためにとるべき措置
(1) 運営費負担金の削減[P158]
　【成果指標】運営費負担金
(2) 会計処理の明確化[P158]
　【成果指標】病院別運営費負担金の
　　政策医療、投資に関する補填分区
　　分
(3) 経営指標の設定[P158]
　【成果指標】自己資本比率、医業収
　　支比率

第４ 財
務内容
の改善
に関す
る目標
を達成
するた
めとる
べき措
置

１ 健全経
営の維持

第４ 財務内容の改善に関する目標を
達成するためにとるべき措置
１ 資金収支の均衡
(1) 安定した経営基盤の確立[P16]
　【成果指標】単年度資金収支、経常
　　収支比率
　《関連指標》他会計繰入金（運営費
　　負担金）比率、医業収支比率
(2) 収入の確保（組織及び人員配置の
弾力的運用）[P16]
　【成果指標】病床利用率
　《関連指標》延患者数、新規患者
　　数、患者１人１日当たり診療単価、
　　手術件数、査定減率、未収金額
(3) 費用の合理化[P17]
　【成果指標】材料費比率、経費比
　　率、給与費比率
　《関連指標》後発医薬品採用率

第３ 業務運営の改善及び効率化に関
する目標を達成するためとるべき措置
２ 収支改善
(1) 増収[P43]
　【成果指標】病床利用率、新規入院
　　患者数、平均在院日数、1人1日当
　　たり入院単価、1日当たり外来患者
　　数、1人1日当たり外来単価、手術
　　件数、救急搬送件数、診療報酬請
　　求査定減率
(2) 費用削減[P44]
　【成果指標】材料費対医業収益比
　　率、薬品費対医業収益比率、診療
　　材料費対医業収益比率、委託費
　　対医業収益比率、ジェネリック医薬
　　品導入率
第４ 財務内容の改善に関する目標を
達成するためとるべき措置
経営基盤の確立[P45]
　【成果指標】総収支比率、経常収支
　　比率、医業収支比率

第３ 業務運営の改善及び効率化に関
する目標を達成するためとるべき措置
２ 業務運営体制の構築
(1) 医療環境の変化に迅速・柔軟に対
応できる体制の構築[P9]
(2) 市民との連携・協働による病院運
営の実施[P9]
　《関連指標》地元自治会等との共催
　　事業回数、ボランティア活動延べ
　　人数、院内コンサート回数
(3) 外部評価等の活用[P9]
(4) 事務部門の強化[P9]
　【成果指標】派遣職員から法人職員
　　への切り替え率（事務職）
(5) 法令の遵守等[P10]

第４ 財務内容の改善に関する目標を
達成するためとるべき措置
１ 健全経営の維持
(1) 安定的な経営の維持[P10]
　【成果指標】総収支比率、経常収支
　　比率、医業収支比率
(2) 収入の確保、費用の節減[P10]
　【成果指標】病床利用率、収納率
　　（現年度分）、後発医薬品指数
　《関連指標》入院患者数、外来患者
　　数、手術件数、平均在院日数、給
　　与費比率、材料費比率、経費比率
(3) 計画的な投資の実施[P11]
　《関連指標》減価償却費率
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独法名 地方独立行政法人神戸市民病院機構 地方独立行政法人福岡市立病院機構 地方独立行政法人京都市立病院機構 地方独立行政法人堺市立病院機構 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター 地方独立行政法人広島市立病院機構 地方独立行政法人大阪市民病院機構地方独立行政法人静岡市立静岡病院（案）

１ 地球環
境に配慮
した病院
運営

２ その他

１ 予算

２ 収支計
画

３ 資金計
画

１ 限度額

２ 想定さ
れる短期
借入金の
発生事由

第８ 出
資等に
係る不
要財産
又は出
資等に
係る不
要財産
となるこ
とが見
込まれ
る財産
の処分
に関す
る計画

第６ 予
算（人件
費の見
積りを
含
む。）、
収支計
画及び
資金計
画

第７ 短
期借入
金の限
度額

第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、
収支計画及び資金計画
３ 資金計画[P21]

第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、
収支計画及び資金計画
２ 収支計画[P48]

第６ 予算（人件費の見積りを含
む。）、収支計画及び資金計画
２ 収支計画[P78]

第６ 予算（人件費の見積りを含
む。）、収支計画及び資金計画
(2)収支計画[P101]

第６ 予算（人件費の見積りを含
む。）、収支計画及び資金計画
２ 収支計画[P115]

第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、
収支計画及び資金計画
２ 収支計画[P137]

第５ 短期借入金の限度額
２ 想定される短期借入金の発生事由
[P162]

― ― ― ― ―

第８ 出資等に係る不要財産又は出資
等に係る不要財産となることが見込ま
れる財産がある場合には、当該財産
の処分に関する計画[P138]

―

第７ 短期借入金の限度額
２ 想定される短期借入金の発生事由
[P22]

第７ 短期借入金の限度額
２ 想定される短期借入金の発生事由
[P50]

第７ 短期借入金の限度額
２ 想定される短期借入金の発生事由
[P79]

第７ 短期借入金の限度額
(2)想定される短期借入金の発生事由
[P102]

第７ 短期借入金の限度額
２ 想定される短期借入金の発生事由
[P116]

第７ 短期借入金の限度額
２ 想定される短期借入金の発生事由
[P138]

第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、
収支計画及び資金計画
１ 予算[P19]
・人件費の見積もり
・運営費負担金の繰出基準等

第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、
収支計画及び資金計画
１ 予算[P47]
・人件費の見積り
・運営費負担金の繰出基準等

第６ 予算（人件費の見積りを含
む。）、収支計画及び資金計画
１ 予算[P77]
・人件費の見積り
第４ 財務内容の改善に関する目標を
達成するためとるべき措置
１ 収益的収支の改善
(3)運営費交付金[P72]

第６ 予算（人件費の見積りを含
む。）、収支計画及び資金計画
(1)予算[P99]
・人件費の見積り
・運営費負担金の繰出基準等

第６ 予算（人件費の見積りを含
む。）、収支計画及び資金計画
１ 予算[P114]
・人件費の見積り
第４ 財務内容の改善に関する目標を
達成するためとるべき措置
１ 持続可能な経営基盤の確立[P113]

第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、
収支計画及び資金計画
１ 予算[P136]
・人件費の見積り
・運営費負担金・運営費交付金の繰
出基準等

第４ 予算（人件費の見積りを含む。）、
収支計画及び資金計画
１ 予算[P160]
・人件費の見積り
・運営費負担金の算定ルール

第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、
収支計画及び資金計画
２ 収支計画[P20]

第７ 短期借入金の限度額
１ 限度額[P22]

第７ 短期借入金の限度額
１ 限度額[P50]

第７ 短期借入金の限度額
１ 限度額[P79]

第７ 短期借入金の限度額
(1)限度額[P102]

第７ 短期借入金の限度額
１ 限度額[P116]

第７ 短期借入金の限度額
１ 限度額[P138]

第５ 短期借入金の限度額
１ 限度額[P162]

第４ 予算（人件費の見積りを含む。）、
収支計画及び資金計画
２ 収支計画[P161]

第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、
収支計画及び資金計画
３ 資金計画[P49]

第６ 予算（人件費の見積りを含
む。）、収支計画及び資金計画
３ 資金計画[P79]

第６ 予算（人件費の見積りを含
む。）、収支計画及び資金計画
(3)資金計画[P101]

第６ 予算（人件費の見積りを含
む。）、収支計画及び資金計画
３ 資金計画[P116]

第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、
収支計画及び資金計画
３ 資金計画[P138]

第４ 予算（人件費の見積りを含む。）、
収支計画及び資金計画
３ 資金計画[P162]

第５ そ
の他業
務運営
に関す
る重要
事項に
係る目
標を達
成する
ためとる
べき措
置

第３ 業務運営の改善及び効率化に関
する目標を達成するためとるべき措置
５ 環境にやさしい病院づくり[P16]

―

第５ その他業務運営に関する重要事
項を達成するためとるべき措置
６ 地球環境への配慮及び廃棄物の
減量，省資源・省エネルギーの推進
(1) 温室効果ガスの排出抑制[P75]
(2) 廃棄物の減量[P75]
(3) 省資源・省エネルギーの推進
[P75]
　【成果指標】単位床面積当たりの温
　　室効果ガス排出量、単位床面積当
　　たりの事業系一般廃棄物排出量、
　　単位床面積当たりのエネルギー消
　　費量

第５ その他業務運営に関する重要事
項を達成するためにとるべき措置
２ 環境にやさしい病院づくり[P98]
　《関連指標》水道光熱使用料（電気、
　　ガス、水道）

― ― ―

第５ その他業務運営に関する重要事
項を達成するためにとるべき措置
１ PFI手法による中央市民病院の再
整備[P18]
２ 医療産業都市構想への寄与[P19]

第５ その他業務運営に関する重要事
項を達成するためとるべき措置
１ 新病院に向けた取組[P45]
２ 福岡市民病院の経営改善の推進
[P45]

第５ その他業務運営に関する重要事
項を達成するためとるべき措置
１ 市立病院整備運営事業の推進
[P73]

第５ その他業務運営に関する重要事
項を達成するためにとるべき措置
３ 新病院整備の推進
(1) 確実な整備の推進[P98]
(2) 経費削減効果の確保[P99]
(3) 新病院の機能充実に向けた計画
的な準備[P99]
(4) 救急医療のネットワークの構築
[P99]
(5) 救急病床からの転床・転院先の確
保[P99]

第５ その他業務運営に関する目標を
達成するためとるべき措置
１ 新市民病院の整備[P113]
２ 医療福祉戦略への貢献[P113]

第５ その他業務運営に関する重要事
項を達成するためとるべき措置
安佐市民病院の建替えと医療機能の
拡充[P135]

―

第５ その他業務運営に関する重要事
項に係る目標を達成するためとるべき
措置
１ 地球環境に配慮した病院運営
[P11]
　《関連指標》電気使用量、ガス使用
　　量、水道使用量

―

第６　予算（人件費の見積りを含む）、
収支計画及び資金計画
１　予算[P11]
・人件費の見積り
・運営費負担金の繰出基準等

第６　予算（人件費の見積りを含む）、
収支計画及び資金計画
２ 収支計画[P12]

第６　予算（人件費の見積りを含む）、
収支計画及び資金計画
３ 資金計画[P13]

第７ 短期借入金の限度額
１ 限度額[P14]

第７ 短期借入金の限度額
２ 想定される短期借入金の発生事由
[P14]

第８　出資等に係る不要財産又は出
資等に係る不要財産となることが見込
まれる財産の処分に関する計画[P14]
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第９ 「第
８」の財
産以外
の重要
な財産
を譲渡
し、又は
担保に
供する
計画

第１０
剰余金
の使途

１ 料金

２ 料金の
減免

１ 施設及
び設備に
関する計
画

２ 人事に
関する計
画

３ 中期目
標の期間
を超える
債務負担

４ 積立金
の処分に
関する計
画

第11 料
金に関
する事
項

第１２
その他
市の規
則で定
める業
務運営
に関す
る事項

第８ その他設立団体の規則で定める
業務運営に関する事項
１ その他法人の業務運営費関し必要
な事項
(3)人事に関する計画[P164]

第11 地方独立行政法人神戸市民病
院機構の業務運営等に関する規則で
定める業務運営に関する事項
３ 中期目標の期間を超える債務負担
[P27]

第11 地方独立行政法人福岡市立病
院機構の業務運営等に関する規則で
定める業務運営に関する事項
３ 中期目標の期間を超える債務負担
[P51]

第11 地方独立行政法人京都市立病
院機構の業務運営等に関する規則で
定める業務運営に関する事項
３ 中期目標の期間を超える債務負担
[P80]

第11 地方独立行政法人堺市立病院
機構の業務運営等に関する規則で定
める業務運営に関する事項
(3)中期目標の期間を超える債務負担
[P104]

第11 地方独立行政法人岡山市立総
合医療センターの業務運営等に関す
る規則で定める業務運営に関する事
項
３ 中期目標の期間を超える債務負担
[P119]

第12 地方独立行政法人広島市立病
院機構の業務運営並びに財務及び会
計に関する規則で定める業務運営に
関する事項
３ 中期目標の期間を超える債務負担
[P142]

第８ その他設立団体の規則で定める
業務運営に関する事項
１ その他法人の業務運営費関し必要
な事項
(4)中期目標の期間を超える債務負担
[P164]

第11 地方独立行政法人神戸市民病
院機構の業務運営等に関する規則で
定める業務運営に関する事項
２ 人事に関する計画[P27]

第11 地方独立行政法人福岡市立病
院機構の業務運営等に関する規則で
定める業務運営に関する事項
２ 人事に関する計画[P51]

第11 地方独立行政法人京都市立病
院機構の業務運営等に関する規則で
定める業務運営に関する事項
２ 人事に関する計画[P80]

第11 地方独立行政法人堺市立病院
機構の業務運営等に関する規則で定
める業務運営に関する事項
(2)人事に関する計画[P103]

第11 地方独立行政法人岡山市立総
合医療センターの業務運営等に関す
る規則で定める業務運営に関する事
項
２ 人事に関する計画[118]

第12 地方独立行政法人広島市立病
院機構の業務運営並びに財務及び会
計に関する規則で定める業務運営に
関する事項
２ 人事に関する計画[P142]

第８ その他設立団体の規則で定める
業務運営に関する事項
１ その他法人の業務運営費関し必要
な事項
(2)施設及び設備に関する計画[P164]

第11 地方独立行政法人神戸市民病
院機構の業務運営等に関する規則で
定める業務運営に関する事項
４ 積立金の処分に関する計画[P27]

第11 地方独立行政法人福岡市立病
院機構の業務運営等に関する規則で
定める業務運営に関する事項
４ 積立金の処分に関する計画[P51]

第11 地方独立行政法人京都市立病
院機構の業務運営等に関する規則で
定める業務運営に関する事項
４ 積立金の処分に関する計画[P81]

第11 地方独立行政法人堺市立病院
機構の業務運営等に関する規則で定
める業務運営に関する事項
(4)積立金の処分に関する計画[P104]

第11 地方独立行政法人岡山市立総
合医療センターの業務運営等に関す
る規則で定める業務運営に関する事
項
４ 積立金の処分に関する計画[P119]

第12 地方独立行政法人広島市立病
院機構の業務運営並びに財務及び会
計に関する規則で定める業務運営に
関する事項
４ 積立金の処分に関する計画[P142]

第８ その他設立団体の規則で定める
業務運営に関する事項
１ その他法人の業務運営費関し必要
な事項
(1)積立金の使途[P163]

第11 地方独立行政法人神戸市民病
院機構の業務運営等に関する規則で
定める業務運営に関する事項
１ 施設及び設備に関する計画[P26]

第11 地方独立行政法人福岡市立病
院機構の業務運営等に関する規則で
定める業務運営に関する事項
１ 施設及び設備に関する計画[P50]

第11 地方独立行政法人京都市立病
院機構の業務運営等に関する規則で
定める業務運営に関する事項
１ 施設及び設備に関する計画[P80]

第11 地方独立行政法人堺市立病院
機構の業務運営等に関する規則で定
める業務運営に関する事項
(1)施設及び設備に関する計画[P103]

第11 地方独立行政法人岡山市立総
合医療センターの業務運営等に関す
る規則で定める業務運営に関する事
項
１ 施設及び設備に関する計画[P118]

第12 地方独立行政法人広島市立病
院機構の業務運営並びに財務及び会
計に関する規則で定める業務運営に
関する事項
１ 施設及び設備に関する計画[P141]

第７ 料金に関する事項
１ 使用料[163]
２ 手数料[P163]
３ 使用料等の還付[P163]

第10 料金に関する事項
２ 料金の減免[P23]

第10 料金に関する事項
２ 料金の減免[P50]

第10 料金に関する事項
２ 料金の減免[P80]

第10 料金に関する事項
２ 減免[P103]

第10 料金に関する事項
２ 料金の減免等[P118]

第11 料金に関する事項
３ 料金の減免[P140]

第７ 料金に関する事項
４ 使用料等の減免[P163]

第10 料金に関する事項
１ 料金[P22]

第10 料金に関する事項
１ 料金[P50]

第10 料金に関する事項
１ 料金は次に掲げる額とする。[P80]

第10 料金に関する事項
１ 料金[P103]

第10 料金に関する事項
１ 料金[P117]

第11 料金に関する事項
１ 料金[P139]
２ 前期１に関わらず、健康保険法第
76条第３項に規定する契約その他こ
れに類する契約を締結し、又は法人、
団体等から委託を受け、診療、検査そ
の他の業務を行う場合の使用料及び
手数料の額は、次のとおりとします。
[P139]

―

第９ 剰余金の使途[P22] 第９ 剰余金の使途[P50] 第９ 剰余金の使途[P79] 第９ 剰余金の使途[P103] 第９ 剰余金の使途[P116] 第10 剰余金の使途[P139] 第６ 剰余金の使途[P163]

第８ 重要な財産を譲渡し、又は担保
に供する計画[P22]

第８ 重要な財産を譲渡し、又は担保
に供する計画[P50]

第８ 重要な財産を譲渡し、又は担保
に供する計画[P79]

第８ 重要な財産を譲渡し、又は担保
に供する計画[P102]

第８ 重要な財産を譲渡し、又は担保
に供する計画[P116]

第９ 「第８」の財産以外の重要な財産
を譲渡し、又は担保に供しようとすると
きは、その計画[P138]

　（注）各法人の中期計画を事務局で加工して表を作成。なお、病床数は全国自治体病院協議会ホームページから引用

第12 その他市の規則で定める業務
運営に関する事項
１ 施設及び設備に関する計画[P15]

第12 その他市の規則で定める業務
運営に関する事項
２ 人事に関する計画[P15]

第12 その他市の規則で定める業務
運営に関する事項
３ 中期目標の期間を超える債務負担
[P15]

第12 その他市の規則で定める業務
運営に関する事項
４ 積立金の処分に関する計画[P15]

第９　「第８」の財産以外の重要な財
産を譲渡し、又は担保に供する計画
[P14]

第10　剰余金の使途[P14]

第11 料金に関する事項
１ 料金[P14]

第11 料金に関する事項
２ 料金の減免[P15]
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